
様式第３号          会会会会                議議議議                録録録録 

 

会 議 名 

 

 第２回川西市中央北地区土地利用基本構想策定検討委員会 

 

事 務 局 

 

  中央北地区整備室 （内線３０４６） 

 

開催日時 

 

  平成１９年１１月２９日（木）午後３時００分～５時００分 

 

開催場所 

 

  本庁舎 ２階２０２会議室 

 

委  員 

 

 

村橋正武委員(会長)、加藤恵正委員（副会長）、樋口信子委員、 

堀江清美委員、 安田末廣委員、荻田雅仁委員、中野宏昭委員、 

楠田修三委員、大豊康臣委員、加藤育生委員、濱増清一委員  

 

 

出 

席 

者 

 

 

 

 

事務局 

 

 

土井参事、津賀主幹、角谷副主幹、 枡川副主幹、尾辻副主幹、 

馬場氏、山本氏、西村氏 

 

傍聴の可否 

 

  可 

 

  傍聴人数 

 

           ９  人 

 

傍聴不可･一部

不可の場合は、

その理由 

 

 

 

 

 

会 議 次 第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会 

２．第１回検討委員会の議事内容 

３．土地利用基本構想について 

（１）川西市中央北地区まちづくりの基本的な方向性（案） 

（２）地権者意識調査の結果 

（３）地元ニーズから導き出されるまち機能と土地利用（案） 

（４）中央北地区のまちづくり整備方針（案） 

４．市民への意見募集 

５．意見交換 

６．その他   

 

 

会 議 結 果 

 

 

 

 

 

 

２枚目以下のとおり 
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審 議 経 過  

 

１．開会 

 

２．第１回検討委員会の議事内容 

事務局：第１回検討委員会の議事要旨説明 

 

３．土地利用基本構想について 

（１）川西市中央北地区まちづくりの基本的な方向性（案） 

事務局：資料説明 

（２）地権者意識調査の結果 

事務局：資料説明 

（３）地元ニーズから導き出されるまち機能と土地利用（案） 

事務局：資料説明 

（４）中央北地区のまちづくり整備方針（案） 

事務局：資料説明 

 

４．市民への意見募集 

事務局：資料説明 

 

５．意見交換  

会長： 

・ 資料 1 から 5 をとおしてご意見、質問をいただきたい。 

委員： 

・ 医療・福祉ゾーンに総合病院が提案として入っているが、実際に北部地区に市民病

院がある中で現実に可能なのか。 

・ 蛍が飛ぶまちが本当に魅力的なのか。 

・ 新しいまちのネーミングは具体的に考えているのか。 

事務局： 

・ 中心市街地活性化の検討地区に中央北地区も入っており、川西能勢口駅周辺とあわ

せ、この地区も共生するまちづくりが必要と考えている。コンパクトシティとして

の複合都市をめざす。 

・ アンケートでも医療・福祉の要望が多く、近隣の協立病院との連携、整合性は考え

ていきたい。 

・ 魅力あるまちのためには、まちのネーミングについては必要不可欠であると思う。

市民の方の意見も聞き新しいイメージをはかっていきたい。 

委員： 

・ 資料 1 の P.1 で中央北地区への住み替えシステムを提案されており、良い発想だと

思うが、北部地域のオールド化したニュータウンをどうしていくのか。 

市選出委員： 

・ NPO や市等による借り上げを行い、大阪から若い子育て世代の人達を呼び込むという

システムが構築できれば、循環という部分の取り組みが可能になると考えている。

中央北地区だけでなく、全市的な考え方としての取り組みが必要であると考えてい

る。 
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委員： 

・ 資料 1 のまちづくりの基本的な方向性、と資料 3 の地元調査から出された機能が合

致しすぎているような気がする。もう少し違うものがでてきても良いのではないか。 

市選出委員： 

・ 中央北地区を開発する意義を考えれば、当然ながら駅前との連携、中心市街地の活

性化に寄与できること、北部の高齢化問題等が課題となる。 

委員： 

・ 基本的な方向性の中に既存の施設も含まれているが、そのあたりの兼ね合いはどの

ように考えているのか。 

事務局： 

・ 既存のものを配慮した中で公益ゾーンをまとめることが、今現在考えるなかではベ

ストだと考えている。 

市選出委員： 

・ 既存の公共公益施設を活かしながらまちづくりをしていくという考えである。 

委員： 

・ 中心市街地との連携について具体的に何があるのか。 

市選出委員： 

・ 賑わい軸の終点と起点を駅前と中央北地区で結ぶということ、中心市街地活性化の

基本計画に中央北地区を組み込むこと、絹延橋の歩道整備や市道 44 号線の整備であ

ると考えている。 

会長： 

・ 中心市街地活性化の検討のタイミングとスケジュールは合っているのか。 

市選出委員： 

・ 少し中心市街地活性化が先行している。中心市街地活性化基本計画に中央北地区も

取り込んで申請していただけるようお願いしている。 

委員： 

・ 駅前周辺で一番困っているのは駐車場のように感じる。駐車場の確保も期待されて

いると思う。車を中央北地区に止めても駅との回遊性は考えられるのか。 

市選出委員： 

・ 能勢口と駅前と中央北地区の駐車場計画も総合的に検討する必要はある。 

委員： 

・ 大規模商業施設の意向が高いと思うが、駅前と中央北地区の商業施設の業種・業態

の住み分け、役割分担等も視野に入れておかないといけない。そういう観点で中央

北地区のほうは検討されているのか。 

・ 駅前に阪急、その他商業施設があるなかどういった施設をもってくるのか。 

市選出委員： 

・ パワーセンター型、モール型等色々あるが、今の能勢口の状況をふまえると駅前も

安住の地でない。あくまでも中心市街地のエリアの中で活性化を図るという考え方

である。 

委員： 

・ ゾーニングについてはもう少し検討しても良いと思う。 

事務局： 

・ いろんな方法があると思っている。地区内の意向調査、事務局、コンサル等の案を

集約し、提案させていただいた。約 24ha の地区内にどのようなものをどのようなか

たちで配置していくかは今後も提案させていただく。その中で議論いただきたい。 
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委員： 

・ 全体を公園と考え、その中に色々な機能があるというイメージで考えられないか。 

委員： 

・ 大賛成。それぞれの意見を横並びに取り入れるのではなく、全体を公園とし、その

中に住居や福祉を取り入れていくという絵が描けないか。 

・ 資料 2 の全体-3 ページの意見の中に、「雑多に商業施設を入れるのでなく、何らかの

コンセプトで公園の中にまちが点在している」という良い意見がある。 

・ そのコンセプトにのってくれる店舗、経営者を探せばよい公園ができると思う。 

市選出委員： 

・ 24ha を構成するにあたって市の売りは防災機能を備えた中央公園となると思う。 

・ いろんな意見を集約し、ファクターとしての部分を抽出しどう組み合わせていくか

が今後の議論である。 

委員： 

・ 市民からの声も多いと思う。 

委員： 

・ 土地利用のゾーニングでまちをつくっていくのは古いと思う。発想の転換は必要で

ある。 

・ 商業についても駅前と機能を分担し、住宅地とマッチした商業を考えても良いと思

う。車利用はダメではないかと思う。 

会長： 

・ まち全体のイメージを含めて空間の構成をどう考えるかという大事なポイントにな

るのでもう少しご意見があればお出しいただきたい。 

委員： 

・ 区画整理では、基盤をしっかり公共サイドで作りながら、メインの機能を設定しコ

ンセプトメイクすれば地権者の意向に沿いながらできると思う。時間をかけて誘導

するという意味でも良いと思う。 

・ 区域と市役所をつなぐ道路は、奥の防災公園に行きやすいようにまっすぐの道路 

としてつないでいけば、将来的に有効な公共道路になると思う。中央北地区と駅前

の間に残される地域に対してインパクトを与えていくことにもなる。駅と中央北地

区の間もきちんと位置づけておくべきである。 

会長： 

・ 先行している中心市街地活性化基本計画では、中央北地区の南側についての位置づ

けはどうなっているのか。それによってこの地域が作りかえられていくきっかけに

もなる。 

委員： 

・ あまり位置づけはされていない。 

委員： 

・ 緊急整備地域や中活区域広く取り込まれていくといろんな手法が使われるので、縮

めず広げてかけていただき、いろんなアイデアを将来に備える意味で考えていけば

良い。そういう区域設定をお互いに理解した上でしていくべきである。 

委員： 

・ せせらぎ遊歩道はシンボリックで重要。車を入れない方向のほうがイメージとして

良いのではないか。 

委員： 

・ 環境の再生は大きなコンセプトでアピールしていくべきである。遊歩道機能がなく
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なると開発コンセプトが弱まるのではないか。 

・ ゾーニングでは、アメニティ軸が南北に走っているがよくわからない。 

市選出委員： 

・ 公園の北側のせせらぎ遊歩道は水路を活かし位置づけしていきたい。 

・ 南側は区画道路的にすすめていければと思う。 

・ ビオトープや自然は公園とセットで活かしていきたい。 

委員： 

・ 車は入るが緑道の実体としては残るというイメージでいいのか。 

市選出委員： 

・ 公園部分については車を入れない方向でつくっていきたい。 

委員： 

・ 下は車を通すでしょう。 

市選出委員： 

・ まだ決まっていない。 

委員： 

・ せせらぎ遊歩道（地区内）16ｍ道路、遊歩道としての位置づけを廃止となっている。

遊歩道の廃止にともなう代替方策による歩行者動線の確保ということは車を通すと

いう意味でしょう。 

市選出委員： 

・ 車は通す予定である。 

委員： 

・ 全体が公園という考えであれば、住む人、使う人が管理するものとして水や緑をつ

くるというコンセプトを持ち、街区を誘導していけば可能な話。官がしないところ

は民の計画でしても良い。それがつながって憩いの空間をつくり、来る人に良いま

ちと思わせる。 

・ 住む人に高い意識を求めることになると思うが、そういうまちをつくるという商業

者に来てもらえばやっていける。すべてを官に期待していくのは大変だと思う。 

会長： 

・ まちをつくるだけでなく、出来たまちをどう運営管理するのか。 

・ せせらぎ、遊歩道、道路、公園等の公共的なものを地域で管理し、まち全体のイメ

ージを高めるしかけを今の段階からどう織り込んでいくかが必要で、他との差別化

につながる。 

・ そのあたりの配慮が今日の資料にはない。次回には言及してほしい。 

委員： 

・ ガイドラインもセットでお願いしたい。 

委員： 

・ 他に例のない再開発というのも非常に良いのですが、地元として誰が説得するのか

という課題もあるのでそのあたりも考えていただきたい。 

委員： 

・ 道路は南北に 2 本なので今でも厳しい。東西には 1 本しかない。更に渋滞するはず。

広域地図で具体的なことを示して欲しい。 

市選出委員： 

・ 詳細なものは次回までに用意したい。 

副会長： 

・ 緑が北にいっているのはさみしい。全体が公園でその中に様々な機能が融合される
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となるとあたらしい再開発になると思う。是非ともそういう方向で進んでいただき

たい。 

・ 経済的なしくみも検討すべき。例えば、高松丸亀町商店街のようなとりくみ。 

・ いろんなしくみをうまく組み合わせながら、マーケットの動きを取り入れるという

ことも考えられる。 

・ 「働く場」がこの中に組み込まれることが活動的という点で重要だと思う。企業の

オフィス的なイメージ。企業誘致は大変だが、行政の努力でもってくるということ

もひとつの方法だと思う。  

・ 恵比寿の再開発は、駅から離れたところだが、距離感を感じさせない歩道をつくっ

ている。中央北地区でも、駅からのアクセスのあり方は重要。いろんなアイデアを

出していただきたい。 

委員： 

・ 問 1 の選択 3．「今後の生活が心配になっている」はいらないのでは。 

委員： 

・ 高齢の地主の方の「自分が亡くなった後の相続のことに関しての心配」の意味だと

思う。 

会長： 

・ 大変重要なご意見をいただいた。これをさらに洗練していただきたい。 

・ 第 2 回目の検討委員会は終了する。 

 

 

閉会 

 

 

６．その他 

次回、委員会の確認 

 平成２０年１月１５日（火）１３時半～ 

 




































































	様式３第２回会議録.pdf
	2.pdf
	3.pdf

